
平成３０年第１１回農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年１１月２８日（水） 午後４時００分～ 

              

２．開催場所 宇土市役所 防災棟会議室 

 

３．出席委員（９人） 

   農業委員 中山 一一  谷山 次則  佃 正人   田代 洋一 

  齊藤 英次  境  良一  本田 孝徳  佐美三 守  

堀  城 

   

４．欠席委員 金田起代子 山本 賢一 太田 桂子 

 

５．議事録署名者指名  田代 洋一議長 

  議事録署名委員   佐美三 守  堀  城 

 

６．議 事 

 （１）議案 第４０号 農地法第３条の規定による許可申請審議について 

 （２）議案 第４１号 農地法第４条の規定による許可申請審議について 

 （３）議案 第４２号 農地法第５条の規定による許可申請審議について 

 （４）議案 第４３号 農用地利用集積計画の同意について 

 （５）報告 第 ９号 農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借等の

合意解約について 

 

伊藤局長  それでは研修もお疲れ様でした。２か月続けての研修ということで大

変申し訳なく思ておりますが，それでは，平成３０年第１１回の農

業委員会の総会を開催いたしたいと思います。 

      本日は，農業委員さんの出席者数は１２名中９名ということで過半数

の出席に達しておりますので，本日の総会が成立したことをご報告さ

せていただきます。 

      それでは，開会にあたりまして，田代会長からご挨拶をお願いいたし

ます。 

 

田代会長  今日はお忙しい中，第１１回の農業委員会総会にお集まりいただきあ

りがとうございます。早いもので今年もあと１カ月となりました。皆



様も大変お忙しいと思います。私も今麦植えと麦が終わったら国の補

助事業で暗渠排水事業と市単独災害と田んぼの均平事業の段取りで

じたばたしております。そういう訳で非常に忙しいですけども，今日

は議案が４件，報告が１件です。スムースな審理をお願いしまして，

簡単ですけど私のあいさつといたします。 

 

伊藤局長  ありがとうございました。 

      次に議長選出になっておりますが，宇土市農業委員会会議規則第５条

の規定により，田代会長に議長をお願いいたします。 

 

田代議長  それでは，平成３０年第１１回農業委員会総会を開会します。本日の

議長を務めさせていただきます。まず，議事録署名委員の指名ですが，

議長において指名するということでよろしいでしょうか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  それでは，佐美三委員さんと堀委員さんにお願いします。 

      それでは，ただいまから議案審議を行います。 

      まず，申請書の確認委員より申請内容について説明をお願いして，後

から事務局の補足説明の上，可否の判断をしていただくということに

なります。確認委員さんには説明をお願いいたします。 

      それでは，今月の議案審議をお願いいたします。 

      議案第４０号，「農地法第３条の規定による農地所有権移転等の許可

申請に対する審議について」を議題といたします。 

       

田代議長  それでは，申請番号１番について，確認委員は私ですので，説明をい

たします。２ページをお願いいたします。 

 

田代委員  譲渡人，譲受人，土地の所在地は議案書記載のとおりです。登記田，

現況田，登記面積は２４７㎡，耕作面積は８０，３７４㎡，申請面積

は２４７㎡，貸借形態は所有権（無償），譲受理由は規模拡大，譲渡

理由は経営縮小，権利の種類は贈与であります。よろしくお願いしま

す。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 



 

事務局   はい，申請番号１番について補足説明いたします。申請人は，走潟町

で営農している法人であり，申請地までの通作距離は，約５００ｍ，

法人設立から１６年経過しており，農機具も所有し，主たる作物は，

米・野菜になります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。申

請番号２番と３番は同一案件ですので一括して説明をお願いします。

確認委員は佐美三委員さんです。 

 

佐美三委員 申請番号２番について説明します。譲受人，譲渡人，土地の所在地は

議案書記載のとおりです。登記畑，現況畑，登記面積１９１㎡，耕作

面積２９，７７１㎡，申請面積１９１㎡，貸借形態所有権（無償），

譲受理由規模拡大，譲渡理由経営縮小，家族４名，贈与であります。

続きまして申請番号３番について説明します。譲受人，譲渡人，土地

の所在地は議案書記載のとおりです。登記畑，現況畑，２筆合計の７

２５㎡，耕作面積２９，７７１㎡，申請面積７２５㎡，譲受理由規模

拡大，譲渡理由経営縮小，家族４名，贈与であります。よろしくお願

いします。 

 

田代議長  委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたらお願

いします。 

 

事務局   はい，申請番号２番，３番について補足説明いたします。申請地まで

の通作距離は，約１キロで，農業年数２７年，農機具も所有し，主た

る作物は，みかんになります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番と３番について，委

員さん方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 



田代議長  異議なしということですので，２番と３番については承認をいたしま

す。申請番号４番について，確認委員は佐美三委員さんですので説明

をお願いします。 

 

佐美三委員 申請番号４番について説明します。譲受人，譲渡人，土地の所在地議

案書記載のとおりです。登記畑，現況畑，登記面積６７４㎡，耕作面

積４９，５１６㎡，申請面積６７４㎡，貸借形態所有権（有償），譲

受理由規模拡大，譲渡理由経営縮小，家族２名，売買であります。ど

うぞよろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   はい，申請番号４番について補足説明いたします。申請地までの通作

距離は，約４キロで，農業年数３７年，農機具も所有し，主たる作物

は，米・みかんになります。以上です。 

 

田代議長  補足説明は終わりました。申請番号４番について，委員さん方のご意

見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので４番については承認いたします。以上で

議案第４０号については４件承認を得ましたので，許可書の交付をお

願いします。 

      次に議案第４１号，「農地法第４条の規定による農地転用の許可申請

に対する審議について」を議題といたします。 

      申請番号１番について，確認委員は谷山委員さんですので，説明をお

願いします。 

 

谷山委員  それでは１番について説明いたします。申請人，土地の所在地は議案

書記載のとおりです。登記田，現況畑，登記面積４９５㎡，転用目的

は個人住宅１棟１４９．０５㎡です。以上です。よろしくお願いしま

す。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら



お願いします。 

 

事務局   はい，申請番号１番について補足説明します。地図は５ページです。 

      申請人は，神合町に居住している個人であり，平成２８年熊本地震で

住宅の被害を受け，建て替えを計画しており土地を探していたところ，

申請地が住環境が整っており適していと考え，今回の転用申請となり

ました。なお，現在の住居がある場所は，災害危険区域になっており

現在の場所での建て替えは断念しています。 

      申請地は，第１種農地，第２種農地及び第３種農地の基本的な区分の

いずれの要件にも該当しない農地であり，その他の農地として第２種

農地に位置付けられると思われます。以上です。 

 

田代議長  事務局の説明は終わりました。申請番号１番について委員さん方のご

意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

       

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

      以上で議案第４１号については承認を得ましたので許可書の交付を 

お願いします。 

      次に，議案第４２号「農地法第５条の規定による農地転用の権利移転 

を伴う許可申請に対する審議について」を議題といたします。 

      申請番号１番について，確認委員は齊藤委員さんですので，説明をお

願いします。 

 

齊藤委員  はい１番について説明します。譲受人，譲渡人，土地の所在地は議案

書記載のとおりです。登記田，現況田，登記面積４８１㎡，うち転用

面積４８１㎡。権利の種類は所有権（有償）売買です。転用目的，個

人住宅８８．３１㎡でございます。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   はい，申請番号１番について補足説明します。地図は９ページです。

申請人は，八代市に居住している個人で，現在借家住まいであり，住

宅建築する土地を探していたところ，申請地が，両親の住まいと近く



便利であり，また，住環境が整っており適していると考え，今回の転

用申請となりました。 

申請地は，１０ｈａ以上の農地の広がりがあり，第１種農地と思われ

ますが，不許可の例外に該当し，許可は可能です。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

      申請番号２番について，確認委員は中山委員さんですので説明をお願

いします。 

 

中山委員  申請番号２番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。登記畑，現況雑地，登記面積２９９㎡，

うち転用面積同じく２９９㎡。権利の種類は所有権（有償）売買です。

転用目的は社員の駐車場です。よろしくお願いいたします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   はい，申請番号２番について補足説明します。地図は１０ページです。

申請人は，御船町で建築用材の製造・販売等を営む法人であり，申請

地の隣接地に工場を稼働していますが，現在従業員駐車場が手狭であ

り，土地を探していたところ，申請地が工場の隣接地であり適してい

ると考え，今回の転用申請となりました。なお，申請地はすでに造成

してあり始末書添付の案件となります。 

      申請地は，第１種農地，第２種農地及び第３種農地の基本的な区分の

いずれの要件にも該当しない農地であり，その他の農地として第２種

農地に位置付けられると思われます。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番について，委員さん

方のご意見はありませんか。意見ありませんか。 

 

全委員   異議なし。 



田代議長  異議なしということですので，２番については承認をいたします。 

      申請番号３番について，確認委員は中山委員さんですので，説明をお

願いします。 

 

中山委員  はい申請番号３番について説明申し上げます。譲受人，譲渡人，土地

の所在地は議案書記載のとおりです。２筆ありまして登記畑，現況畑

が８２㎡，田のほうが現況田で４２１㎡，２筆合計の５０３㎡，権利

の種類は所有権（有償）売買です。転用目的は，建売住宅２棟，７９，

４８㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   はい，申請番号３番について補足説明いたします。地図は１１ページ

です。申請人は，熊本市で不動産業等を営む法人で，申請地は住居環

境がよく，商業施設等が近く，建売住宅地に適していると考え，今回

の転用申請となりました。 

      申請地は，第１種農地，第２種農地及び第３種農地の基本的な区分の

いずれの要件にも該当しない農地であり，その他の農地として第２種

農地に位置付けられると思われます。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号３番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，３番については承認をいたします。 

      申請番号４番について，確認委員は谷山委員さんですので説明をお願

いします。 

 

谷山委員  はい，申請番号４番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地

の所在地は議案書記載のとおりです。登記畑，現況畑。登記面積３８

３㎡，うち転用面積３８３㎡。権利の種類使用貸借権設定です。転用

目的は個人住宅５５，８６㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら



お願いします。 

 

事務局   はい，申請番号４番について補足説明いたします。地図は１２ページ

です。申請人は，神馬町に居住する個人であり，現在実家に同居して

おり手狭なため，マイホームを建設する土地を探していたところ，申

請地が実家に近く適していると考え，今回の転用申請となりました。 

申請地は，土地計画区域の用途地域として第３種農地となります。以

上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号４番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，４番については承認をいたします。 

      申請番号５番について，確認委員は金田委員さんですが欠席ですので

事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   申請番号５番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。登記田，現況すべて田，登記面積６筆

合計の１，３０３㎡，転用面積同じく１，３０３㎡。権利の種類賃借

権設定。転用目的駐車場です。以上です。よろしくお願いいたします。 

      続きまして説明します。地図は１３ページです。 

      申請人は，熊本市で釣り具用品の小売り等を営む法人であり，城之浦

町にある店舗の釣り客の集合場所や乗り合わせでの駐車場として利

用していた第２駐車場の契約期間が終了したため，新たな場所を探し

ていたところ，申請地が店舗に近く適していると考え，今回の転用申

請となりました。 

      申請地は，都市計画区域の用途地域として第３種農地となります。以

上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号４番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

委員    この土地は，すでに造成している土地ではないのか。 

 



委員    その土地は，以前申請があったコンビニです。今回はその隣接地にな

ります。どこのコンビニなのかわからないか。 

 

事務局   以前申請が出ていたコンビニになります。申請人は個人名ですのでコ

ンビニの会社名まではわかりません。 

 

田代議長  異議なしということですので，５番については承認をいたします。 

      以上で，議案第４２号については５件承認を得ましたので，許可書の

交付を行います。 

      次に議案第４３号，「農用地利用集積計画の同意について」を議題と

いたします。それでは事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   はい，説明いたします。番号７５番，借り手，貸し手，物件の所在は

議案書のとおりです。地目が３筆とも田，面積が合計の２，５９５㎡，

平成３０年１２月１日から平成４０年１１月３０日までの１０年間

の賃借権の再設定であり，借賃は１０ａ当り米１俵となっております。

番号７６番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書のとおりです。地

目田，面積が５００㎡で平成３０年１２月１日から平成３５年１１月

３０日までの５年間の賃借権の再設定となっており，借賃は１０ａ当

り米１俵となっております。続きまして番号７７番，借り手，貸し手，

物件の所在は議案書のとおりです。地目が３筆とも樹園地で，面積が

合計の１，０７８㎡，平成３０年１２月１日から平成４０年１１月３

０日までの１０年間の賃借権の再設定となっており，借賃は３筆で３

０，０００円となっております。番号７８番，借り手，貸し手，物件

の所在は議案書記載のとおりです。地目樹園地，面積が１，４０９㎡

で，平成３０年１２月１日から平成４０年１１月３０日までの１０年

間の賃借権の再設定であり，借賃は１筆当たり２０，０００円となっ

ております。番号７９番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載

のとおりです。地目田，面積が７０２㎡で，平成３０年１２月１日か

ら平成４０年１１月３０日までの１０年間の賃借権の再設定であり，

借賃は１筆当たり１０，０００円となっております。番号⑧番これは

公社を通しての売買になります。買手，売手物件の所在は議案書記載

のとおりです。地目田，面積が３，４７２㎡，所有権の移転となりま

す。番号⑥番，買手，売手物件の所在は議案書記載のとおりです。続

きまして１７ページをお開きください。こちらが利用権設定等の状況

の一覧表となっております。次に１８ページをお開きください。こち



らに左側が今月の農用地利用権設定となっております。合計だけを読

み上げますと，利用権の設定が６，２８４㎡，所有権の移転が３，４

７２㎡となっております。そして右側が１月からの累計となります。

合計だけ読み上げますと利用権設定が２２６，２２３㎡，所有権移転

が３２，９６２㎡行われております。以上です。 

 

田代議長  事務局の説明は終わりました。委員さん方のご意見はありませんか。 

       

全委員   異議なし。 

 

田代議長  よろしいですか。異議なしとのことで議案第４３号については決定い

たします。次に報告第９号「農地法第１８条第６項の規定による農地

の賃貸借等の合意解約について」を議題とします。事務局より報告を

お願いします。 

 

事務局   報告いたします。番号１番，解約農地は議案書記載の通りです。地目

田，面積２４７㎡で賃貸人，賃借人は議案書記載の通りです。平成３

０年１１月１２日付け，３条申請（贈与）のための解約となっており

ます。番号２番，解約農地は議案書記載の通りです。地目畑，面積３

８３㎡で賃人，賃人は議案書記載の通りです。平成３０年１１月１２

日付け，５条申請のための解約となっております。以上です。 

 

田代議長  以上で，予定しておりました案件はすべて承認いたしました。その他，

事務局から連絡事項などありましたらお願いします。 

 

事務局   私から通知しておりましたけど，１２月４日にブロック別研修会が行

われますので出欠は以前とっておりまして，集合が１２時１５分集合

でお願いいたします。昼食は済ませてからお願いします。２時間ほど

の研修になりますのでよろしくお願いします。 

それともう一点ですが，１２月の総会を２６日に予定しております。

毎年総会後に忘年会の開催を予定しております。担当地区は網津地区

になっています。場所については宝友を予定しております。出欠につ

きましては後日の通知で連絡しますのでお願いします。 

      以上ですので閉会のあいさつを佐美三副会長にお願いします。 

 

佐美三副会長 ３時から研修，その後総会と長時間にわたりお疲れ様でした。以上



をもちまして平成３０年第１１回農業委員会総会を閉会します。お疲

れ様でした。 

 

 

            議    長   田代 洋一    印 

 

議事録署名人   佐美三 守    印 

 

議事録署名人   堀  城     印 


